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京都市環境審議会 

平成 25年度第 5回地球温暖化対策推進委員会の開催について 

 

京都市では，「京都議定書」誕生の地として，持続可能な低炭素社会の実現に向け，

「京都市地球温暖化対策条例」及び，同条例に基づき策定した「京都市地球温暖化

対策計画＜2011～2020＞」を推進しています。 

この度，京都市地球温暖化対策計画の見直し等を行うために，平成 25 年度   

第 5回地球温暖化対策推進委員会を下記のとおり開催しますので，お知らせします。 

 

記 

 

1  日  時  

  平成 25年 12月 26日（木）午前 10時から（2時間程度を予定） 

 

2  場  所  

  職員会館かもがわ 3階 大多目的室（別紙 1参照） 

  （中京区土手町通夷川上る末丸町 284 電話：075‐256‐1307） 

 

3  議題（予定） 

 ⑴ 平成 25 年度版年次報告書について 

 ⑵ 京都市地球温暖化対策計画の見直し等について 

 

4  委員構成  

  学識経験者等の 16名（別紙 2参照） 

 

5  傍  聴 

委員会の開催に当たり，傍聴席 20席程度を設けます。傍聴希望者は，会議開催

の 10分前までに会場受付へお越しください。 

なお，座席は先着順とします。記者席は，別途用意します。 

担当：地球温暖化対策室 

電話：2 2 2 - 4 5 5 5 



 

 

（参 考） 

【地球温暖化対策推進委員会】 

本市の環境の保全に関する重要事項等を調査及び審議し，意見を述べるため，市

長の諮問機関として設置された「京都市環境審議会」の部会として設置された委員

会です。平成 21 年度から平成 22 年度にかけては，本市から京都市環境審議会に諮

問した「地球温暖化対策条例」の改正及び「地球温暖化対策計画」の策定について，

当委員会で検討を行いました。 

平成 23年度からは，同審議会から受けた答申を基にした改正条例・新計画に掲げ

る施策の実施状況の評価及び低炭素社会の実現に向けた中長期的な目標や課題解決

に向けた取組の提案を行っています。 

 

【京都市地球温暖化対策条例】 

温室効果ガス排出量を，平成 22年までに平成 2年に比べ 10%削減することを目標

として掲げる等，地球温暖化対策に特化した全国初の条例として，平成 16 年 12 月

に制定したものです。 

 社会経済情勢の変化を踏まえ，さらなる低炭素社会の実現を目指すために，平成

22 年 10 月に条例を全部改正し，2020 年度 25％削減，2030 年度 40％削減という新

たな温室効果ガス排出量削減目標（いずれも 1990年度比）を掲げ，具体的な取組や

施策を充実・強化しました。 

 平成 23年 4月から（一部の規定は平成 24年 4月から）施行しています。 

 

【京都市地球温暖化対策計画＜2011～2020＞】 

京都市地球温暖化対策条例に掲げた温室効果ガス排出量削減目標を確実に達成す

るため，条例に基づく具体的な行動計画として平成 23 年 3 月に策定したものです。

平成 32年度までの 10年間を計画期間とし，温室効果ガス排出量を 2020年度までに

25％削減（1990年度比）することを目標に掲げています。 

計画においては，京都の特性を考慮した 6 つの観点から，条例の削減目標年次で

ある平成 42年度の低炭素社会像を提示しました。そして，削減効果指標を設け，施

策の進捗について毎年度把握することにより，施策を過不足なく推進し，さらに，3

つの戦略プロジェクトを掲げることで，持続可能な社会経済システムへの転換を目

指しています。 

平成 23年 4月から実施しています。 



 

 

（別紙１） 

 

 

 



 

 

（別紙２） 

 


